
8:30
(13:00)
14:00

教育標準時間

※一時預かり　月８回　　14:00(13:00)～18:30(19:00)まで利用可能　

8:30

保育短時間
7:30

１ヶ月４８時間程
度の就労

18:00

※一時預かり　月８回　　

7:30 8:30

保育標準時間

１ヶ月１２０時間
程度の就労

8:30 12:30

保育短時間

7:30 12:30

保育標準時間 保育時間

原則的な保育時間　８時間

１１時間（利用可能時間＝保育必要量）

保育時間

【土曜日】

８時間（利用可能時間＝保育必要量） 一時預かり200円

16:30

 18:30(19:00)まで利用可能  １回200円

16:30
(19:00)
18:30

(19:00)
18:30

 　　　　     14:00(13:00)～16:30の利用は１回300円
　　　　　　14:00(13:00)～18:30(19:00)の利用は１回500円

【２号・３号認定】

【月～金曜日】

現行；「時間外保育申請書」提出で利用可能時間

原則的な保育時間　８時間 一時預かり

教育標準時間　４～５時間 一時預かり

現行；子育て支援型
預かり保育月１０回

一時預かり300円 一時預かり200円

一時預かり５００円

保育の必要性の認定について②(案)

【１号認定】

【月～金曜日】
16:00

(19:00)
16:30        18:30




